
京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例（以下「防火条例と

いう。）の概要について 

 

  

 

伝統的な建築物の意匠及び構造並びに建築物の構造及び設備に関する防火上の措置

に関し必要な事項を定めることにより、安全な都市環境を確保するとともに、本市の

伝統的な建築物及びこれにより形成されている歴史的な町並みの景観を保全し、及び

これらを将来の世代に継承すること。 

（目 的） 

伝統的な建築物に 

よる歴史的な町並み 

都市計画 

■保全・継承すべき 

地区の決定 

（構 成） 

準防火地域等を 

解除するための検討 

■準防火地域等の解除 

建築基準法第２２条区域 

※特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外 
の市街地において指定する地域 

  
防火条例 

規制緩和 

■伝統的景観保全地区の指定 ：第３条 

伝統的建築物等の保全、継承 

認定建築物 
条例による防火基準付加 
：内装制限、網入ガラスなど 

認定建築物以外 
条例による防火基準付加 
：準防火地域内における法規制 

規制強化 

：第９条、第１３条 

：第１４条 

承認建築物 
条例による防火基準付加 
：準防火地域内における法規制 

又は 
条例による防火基準 

：第１０条 

規制強化 
※確認申請の対象外となる 
建築物 

（増築、改築又は移転に係る 
部分の床面積が 10㎡以内） 

準防火地域等 
法第２２条区域 

伝統的景観保全地区 

（街区） 

認定建築物 
：条例による基準 

（街区） 

承認建築物 
：準防火の仕様

   又は 
条例による基準

認定建築物以外 
：準防火の仕様 

規制緩和 規制強化 

都市計画変更 

参考 


